
「まちづくり基本条例を市民で考える会」実施結果 

 
○参加者 

月  日 対象地域 会  場 一般参加者数 

７月２３日（月） 大 迫 大迫総合支所 ３５人 

２４日（火） 花 巻 花巻市生涯学園都市会館 ３７人 

２５日（水） 東 和 東和図書館 ３０人 

２６日（木） 石鳥谷 石鳥谷国際交流センター ２６人 

合  計 １２８人 

 

 

 

○主な質問・意見等 

 

７月２３日（月）大迫  

・他の条例との整合性をどう図るか。 
・市長マニフェストを基に規制するのは行き過ぎではないか。マニフェストは１００％指示さ

れているものではない。 
・前文は、どのようにしてつくっていくか。 
・中学生レベルの表現と言うが、理解し難い表現もある。 
・「17 子ども」について「子どもと、その成長は宝です」は「全ての子どもたちは宝です」と

してほしい。 
・条例違反の場合は、どうなるか。 
・県条例との関係は、どうするか。 
・高齢化が進んでおり、高齢者の体力づくりに関する規定を入れてほしい。 
・「定住」の考え方について、地元に残る環境づくりが必要。 
・市民自治や市民の権利に関する規定は、慎重に検討してほしい。 
・第３章「定住人口」の記述が漠然としている。 
・「安心して子育て」とは、どういうことを指すのか。 
・義務教育に「学力を保障」するとは、どういうことか。義務教育とは学力を保障するために

行うものではないのか。 
・住民投票は「住民」でなければ投票できないか。 
住民投票権の年齢について 

・16 歳からで良いのではないか。 
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７月２４日（火）花巻  

・会議の際は、客席側にも机を並べてほしい。 
・「教育環境」の意味は。 
・年齢に応じた教育とは、どういうことか。 
・憲法のようなものというが、見直しの規定があるのは何故か。 
・カタカナ表記は出来る限り避けてほしい。 
・前文のキーワードに「他人の意見をよく聴く」を入れてほしい。 
・「13 安らぎ」に「自殺予防・防止」を入れてほしい。 
・「17 子ども」は学校教育が強調されているが、教育を取り巻く環境について触れてほしい。 
・市民憲章との関わりはどうか。 
・「隣人愛」「向こう三軒両隣」という考え方が大切であり、規定してほしい。 
・スケジュールが厳しいのではないか。 
・騒音について規定する予定はあるか。 
・条例の説明がピンと来ない。総合計画との違いがよく分からない。 
・街並み、景観など、それぞれの分野をどのように収斂して盛り込んだのか。 
・最終的な市民会議条例素案として(1)(2)という部分まで入れる予定か。（細部に渡りすぎるの

ではないか） 
・中間報告の内容をみると、行政等への不信感がみえる。 
・交通安全に関する、早め点灯等、具体的な項目を入れるべきではないか。 
・総則の規定からみると、既存の条例も全てチェックする必要があるのではないか。 
・項目の網羅が適切かどうかの確認が必要。 
・期待をしていた面もあったが、現状維持という印象を受ける。 
・表記の仕方について、「条例について」「各条項について」で良い。 
・まちづくりは包括的なもの、期待とは違う。 
・位置付けの「憲法とも言うべき」という表現は削るべき。 
・「その他の地方自治法・・・」は踏み込みすぎ。各々の法に基づく程度で良いと思う。 
・市議会の活性化につながってほしい。 
・既存の条例がこの条例に違反しないかどうかを監視するための定めが必要ではないか。見直

しと体系化では意味が違う。 
・花巻市は県の中でどういう位置付けにあるのか、何が問題なのか分からない、前向きでない

表現もある。 
・教育に、教職員に対するものが抜けている。 
・議会は条例の定めにより議決するものではない。既に地方自治法で定めているものまで規定

しなくて良い。 
・市議会議員の役割で「協働します」の表現は適当でない。 
住民投票権の年齢について 

・若いから先進的な条例とは言えない、１８歳以上。 
・国民投票も１８歳以上であり、１８歳以上が妥当。 
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７月２５日（水）東和  

・「市民」と「住民」違いは。 
・「権利」の主張ばかりでは上手くいかない。ほかの表現が必要ではないか。 
・「権利と責務」について、保障するものが見えてこない。 
・市長と職員を分ける意図は何か。同じで良いと思う。 
・防災の考え方について、地震は必ず来るという前提での体制整備が必要。 
・市の整合性について、あえて出さなければいけない理由は何か。 
・この条例の拘束力が分からないが、基本とするべきは「人」づくり。 
・最高規範について、首長がかわる度に方針が変わるようではいけない。 
・健全な財政運営について、諮問機関を考えているか。 
・この条例は、参画、協働の手順を定めるものではないのか。 
・自治条例とまちづくり基本条例の違いをきちんと説明するべきではないか。 
・議会の（３）は不要ではないか。 
・結いの精神を保障しますとは、財政支援をするという意味か。 
住民投票権の年齢について 

・３０歳と言いたいくらい。意見の分からない人も誘導される。 
 

７月２６日（木）石鳥谷 

・「前文」のキーワードがありふれた表現。「楽しく幸せになれるまちをみんなでつくりあげる」

としてはどうか。 
・「評価」について、評価機関が必要ではないか。 
・「世界全体が･･･」について、個人の幸せが先にあって、次に地域となっていくのではないか。 
・宮澤賢治の引用が花巻らしさにつながるというのは錯覚ではないか。 
・権利と義務の整合性を図るべき。 
・「参画」とあるが、これからは「参結」（住民が参加して結論を出す）の時代。 
・罰則規定があった方が良い。 
・「結い」を定義づけしてほしい。 
・プライバシーの保護も必要。 
・アメリカンドリームのような（意欲をどうつなげるか）規定があっても良いのではないか。 
・住民投票の範囲を明確にするべき 
・議員に選挙公約があり得るか。執行権が無い。 
・「安らぎ」の表現が弱い。 
・新しい企業に重点を置いているが、従来の地場産業の育成が無い。 
・子どもの遊ぶ義務も必要ではないか。 
・住民投票は必要無い、又、常設である必要はない。 
住民投票権について 

・参考挙手（１８歳以上：２０人、２０歳以上：４人） 
 

3 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


